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房 掃 学 の 告 る 開 示
業 業 院 亡 落 発
務 務 告 失 札 行
） ） 示 の 者 為
の の 届 等 に
実 実 出 の 関
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生 診 婦 施 組 制 看
学 療 看 行 織 定 護
院 条 護 細 規 す 婦
等 例 婦 則 則 る 法
看 施 法 こ の（ （
護 行 施 昭 昭 と 改
職 規 行 和 和 と 正
員 則 細 三 四 し に
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３４５
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書定験 の検試出 請出能

す

選る検

をげ受

目掲が
ウ

択も
示施 及写ビ立熱具標

実

設、縁削施

びルて絶研

化

）

て官

検園備プ機施立左

ス加、、、

芸、ラ械工

装和請 試数
施 科

手実

学
アイ

間す紙書封
求 関用請同

注び用る
と る及のす

」
をと
書 だ平意受紙こ

朱

案郵。
き た成検

し し

返 平４はに
、 、年内送

４北り
信 成月、よ
用

筒 ３道求
封 年日海請

申学

続類検は先

受又 手

便話

る書試北郵電

請科

。験海

以の道番

下免職号
） 除業

申を能

請受力－
－ 書け開

」よ発

強、所

学備鉄施、工場

理車、化塗

分真管道工
装ラ調学

、両表プ料

析

及試

園造、ス色科

造製
放整台ッび験

、・舞チ
構成ラ実

電備機クフの
ー場

工石調形ワ施

加、
仕施、ブ装所

、材整、

金人製

飾栽チ工貴婦畳

防ク鉄属子作

、、ッ、

服広

属水成工装供、

金

め具製告 定熱施形、身

理、とつ製造美

処工、

、家仕

、サびき作、術

シれ建商具上

金ッ、、

作、

プ施ん設品製げ

属

積械飾、ウ

レ工が機装

学同

験料日
期

職ス、

科表
試の

の
次日
、期

は施
験実 円

月木職す

表欄
の

）業るあ
先 まら力合

て 日か能場
開はを で

入 協封
記 は日発、

水会筒し ）での ）、一 郵 ま交表

一 で付面便

る切 －すに
手 。技

とう協

。る市

うす幌

いと会札
札

そ東

、区

は石

）者白
丁

証１

を条

格５

資幌

の

築ッ、

上工建ロ飾は

す

金建途

、タ板ク別

げ、
切、海

気ル、築北

電イ
工面職

器り削路道

機張

業

組、

発

成成開

平平力
能

加塗み整展建ェ

年年協

、製ポ

工装及備示具ル

産築内電作イ

、、び、

印ト

業業炉装子、ン

産
両浄上器刷施

車洗仕機

種整、げ組、工

成成

実平平

る
定げ
検掲

のに
施年年

う
に行

欄に
の日

種期
職

の
種
職
る

げ。
掲

能
申っ

検は
受を

定分
検円 月月か

９９会

面
書

る目

知

日日通

４８ら １

月月

８９

））す 水日

期

日日

じ
応
に

分
区

）） 日日日 、



登北第

平録海 成番
号道号

日有 料 １合

月肥混

３
年

北 海

次 北

土の 海

地と 道

改お 告

良り 示

法役 第

員
昭の
和退 号

任

道 公 報

７
の 検交 格能の

合技書

そ

書証他

格 知合

通定付

第

の者 な料

格 数
手合

５６

送方表

郵付発 、納の お
に法等

号

申を

イ
平申請同

成請書封
十書在す
四を中る
年郵」こ
三

類料
肥 種質

の機

送とと

料光

肥北

称号

名４

の

労験少る律出
法届

年の
あ

働は数。第が

事、の

っ
。 ） 所則合た 号 務原場

はし近第 又とは
受会第 海、の条 北てく

道

者面１合知技

項 職検場

技

の志
能 能にで級格事後

能書合支
検 検は通技証

北す検を格庁
定 定、知

つ 格海る定、証に
に 合

をっ
い 者道。又２書あ

業単技交て
て 及職は級

、 不 実能一能付は
の び

まを

る
よ

明 技力等検す

料お受た受

場実数なを

は試、け、け

合技

実よ申な 、験

技う請か 受の

試と書っ

） 期数験すをた 円 付手

試け合 は 間料又る受場

、 内は
にけも 申 の前学験付で

請 消記科

月に朱。

一よ書

日

る験
す試

出、
提し

りき

金

合免
場の

曜

、を
は除

日

素 証ん

保窒り

留け
書受

量量量

分全 全

成酸

％

、 のをは
有量

そ含大

）

能の統の 業者に

さ公
許

、に 開住し定 力居合規

会いはり 協て又よ 発し
を沢 問支施厚 にる実、

わ内止土 合管中部 い庁

る経
る実る改 せです地

発技又。済 な 試開級定
３商 は 又協能は部 点 験

各 学が定級工 、 は会検

成合能働 支 科平の技労

格検課 庁 試
験

にの、 済

の年者定） 経

い

厚格志 商

ず月は合後 部
庁 労

か日生者支 工

れ８

書 印３試係た手

に労に

手は料 を のの験る後数

の

返 出 るア免数、は 提 あ

をは請還 す もに除料申

際 にげ受、をし る の掲

付りい に 限るけ納取な

受）うを下。 現 り額よ
すした で け及と要げ 金

合 付 け学るな場 納 付び

とと
便う

郵よ

る科場い

の、
筒は
封者

、る
しす

格
に資
面の
表そ

格
る規
れ定 他

能証
技を

り
分お 規成と

害の

の有

格最
の

生社所
会究
限研

名有物

もか とすと区 こ施こ良

、、 試があら 。る

北

肥 海

料平

東北瑞

道

取成 振 裏

告 中 中

締 示 央

法年 第

３

北央穂

昭月

大北樽 観

合火働は小 働
課工

しに臣海商 光

格）
た書の道

北

次そ地 海

のの平 道

地関成区 告

区係 示

に書年名 第

つ類３

る 。試合。又 す

いは月

除験 と の免試 こ 験、は

区全覧

。 手
北

土）そに 海

）の供平

中

道

事関す成

山 地
告間 改

業係る 示地 良

の書。年 第

土類３

域 法
総

面
受書
定る
検す

地は月

任成
退平

検
年
月
日

紋
称生 産微

ク
ツ

ー
ホ
オ

住
郡

別

和１ 号

日

土農か同

地道ん
排律

良客い法

改、が年

合、水第

総土
整暗

） ょ営号 備き国

画］７ い区帯第 担、附

の 育整条 手

て、１事 号

道成
、平日

営
日

良５
改月業

地３
土年

のら
業か
事

の 土

昭

地日

改、１ 合 号

良北日 整 和
備
業道

年事海

用 第画志 業 律計後 農 法

を支
定庁 用

、 第

た備 水 ）

めに 排 号

。え

農置

の
事

監
・
事
理理

道い 条

字
町

部 業興

田
氏角

別事

部
興

北
海

所１

事の

知地

道者番

よ
に ］定 型）規 成理

堀

肥 排の 用次 用、 業り 農

間

北同北録
登

を 、料 水
種 変の

業般
事一

良、
改

海画に海

北計覧北

更縦

事類

知定す知

道を供道

第

縦

堀。堀

た。

事める

成 の場平 項ほ、 １
、て

規整
備

り土月 よ客３ に、年 定

ら 営きか 道暗日 、、５

土ょ

山

北住檜
名教

満

日 地、

道郡

海

一知厚

二

録成

登平

字

堀町
部

事沢

達年
月 也

日

川

石上。 道道た 海海し

也
場

達達
覧

庁庁

支支

狩

一 地

、 良用

間 改農

所

也

当

地保縦
の 都良

般 寿改

路

達
也所地

番



保た解え
備

平 安目置

成 除 林的次い

十 とのて

四 の し図縦

年 て」覧

三 指はに

北 海

２

保た解え解在

備

安目置除場

のて係

除 林的次いに所

て」覧保 の し図縦る

と
指はに安

道 公 報

定１ 北

森を 海

解平 道

除成解在

林
告

除場

法
す 示

る年に所 第

和。３係

昭

月る

１保 号

日安

年

第

解場保た解え
備

１２３

除所安目置

定とのて

除 予林的次い
に

安て」覧 の 保し図縦

の定、供 理

林指は

号

定 北

森を 海

解平 道

除成

林
告法
す 示

る年 第

和予３

昭
定月
で１ 号

理

あ日

年

月 定、供

一 さ省す

日

排そ
、）

し。

れ由略る

害水の

風

金

防用面

の路図

曜

と北

備地を

日

の

定、供林 理

る道
す海

し。

れ由略る所

さ省す

害水の広

風排そ帯

、）
を木

防用面桜

の路図市

と北町

備地
す海

所

第の

律林

法

の る道

広 第

帯 ）
号

市

第

町 ２

平 の

以 条
２

在れ由略る

所さ省す

の

路の

幌土道そ
、）

し。

え崩地面

郡の用図

泉砂

る海

ものす北

り壊とを

法

庶め日

字備た道

町防

第。
律る

第
）

号

支
め勝

た十

２
第

２
の

条

帯
び
及
課
務
林
部
済
経

庁

め勝１ た十

広

示 部に 済図 経の 庁次 支

限 びに 及分 課部 務す 林

規
の１

項

広る 帯

りに 海 よ図 北 にの

定次
分 の部 事 次す 知 、示 道

野高

保る に限 うに 堀 よ

支
庁

部

北済 １経 の
事課 図 知務 の 道林 次 海

分り 部え す 堀び 示及 に 次
、
り

よ
に

定
規

の
項

も

に
所
役
市

保
に

う
よ

の

北 ２

海
告
道

作作作作

示 業業業業

第

域類間域

地種期地

第１

に
所
役） 市。

北

函 海

平 館 道

開成作作 号 告

業業 ） 発 示

建年種期 第 第

３類間 設条

指

也 の
林） 達 安。

部月

解場保た解て
い

１２３

除所安目縦

定とのに

除 予林的次覧

に

安て」す の 保し図供

）に 。 也場 る役 限 達町
法 北

農律 海

林第平 道

成

備

水 告 解え

産 示 置号 大年 第

のて臣３ ） 除次い

第

３
指

の
林

安

図縦か月

林的

除場安目

解在保た

るし

係と

に所

号

華

棚共成法

瀬公平椴

町測
量年村

３月
級

成
）平

点ら
準か
基日

長１ に 号

て ら共成 い か日公平 お
、測

用 次量年 準
の
る と３月 す
お級

ら 第 公準か 法 り基日 同
共点
）平

理

林指はる

第 量成 条 測

由略

所さ省）

の定、。

路の

上水道そ
、
し

在れ

上か地面

郡の用図

川源

る海

町養す北

川んとを

１ のら 号

次 理の はに、日 条 」覧
略るよ定 省すの規 、供

る 、）によ し。うに 由
図林知 道の安通 農そ保

っ とを指あ 地面のが 用

林定

安指

保て

た す北定

川の害

上次風

所れ

のさ
す

水示備

清に防

郡図の

町

月
１
年

で
ま

日

一
三

の
規 が月 の 施１ 項 実年 ２
終

海で よ し北ま に 了日 定
測事 知 、知 通 旨道 る た

水

国た道

っ 法堀 あ 量が

の部

次務

。林

林産

有め
及

道示課

海に山

北図治

堀に川

分上

事部び

知す

除

た道解。 る海を

限町

経定

庁予

支る

勝す

め十
課、

務旨

林る

部あ

済で

影に
御分
字部

び林

及森

限
る

、 ・） １。 の
、

７ １の の
以

た 上

達

和。 昭

）に

。場

る役

律
法也

年

水
清法

置

也え
備

達

役和

町昭

場
に年 て

い
つ

に
筆３

２の



北 海

線線

山庭

栗恵

庭別

恵江

道 公 報

路路

平路道道路

１１２
のの

成

線

月名名

３類線

年種路線

日道区

１、名

第

事 北

過を

１２３

海

疎次 道

地の

作作作

告

域と

業業業

示

自お

種期地

第

立り

類間域

促開
進始 号

共成幌特す

公平札

号

平

石第
律

狩

成 号 川
平開） 成第 発年
十建３
四月 条 設

年に 部１
三

東北
市市

別別
江江

長日

幌里
野の

かま
先先

地地
１１

番番

市市

庭庭別別

恵恵江江

南磯野野

恵戸東東

市市
町幌幌

番

地 先１３４ 地番番番 １
まかま ら先先先 か地地

道縦

市び

平及区

赤道域 市別る

所

線場

基覧

測
８置

量年措。

管月法

内
川か成

河日平

縦ら

律

断成法

横平年

図
作年第

成２

お 月い か

一て ら

日

同 おる とす の用 次準 、

金

第 公法 り

曜共
条 測

日

後前前後

らで

２ の第 量

海
北

前後後前前

でらで 号

更の
変後

堀

間

事
知
道

日第

４）

）月
ま

の

知項

道１

海第

北で条

施項 実

る
よ
に

堀定
規

事

たよ しに 了定 終規 がの
法あ 量が 測知 、通 旨る
た
っ
昭

で

まかまかまかまかま

でらでらでらでら ら

かまかまかまかまか

らでらでらでらで

週幅

２の
地

敷

也
達前別

、成
間平員

一

道

達市

縦月
の３
般年延

更
工

也の

北

道しそ

３４

海

たの 道

。関

路 工工

告

係

事法 事

示 の開

図 第

和 の面 種

昭 始

和。

類日は 間
区

事
工

２
法
年

道

る国

す
供
に日長

覧１

間
区

複
重
の
と

等

。
、 号

築成道

律 改平海

法北

年

建

第

赤
平年設

路 第

幌月道 ） 市３部 号

岡
町日整
備 条

課 第

１及 １ 番
幌

市市市

平平平

赤赤赤

町町町

岡岡岡

幌幌
５地

番番番

業
現

木
土

幌
札

道
海

北同

所

事
知
道場

海
北

覧
縦

所

まの 規 先次 の 地び 項

堀

、

所 り

場 よ

覧 に で縦 定
域

い 区

置 の

え 路

備 道

に
、 を

て

で
かまら

先先か

地地先

ら

一
四

日 お

の と

示 の

告 次

也
達

変ら
か り



か平道路道

日
の１２３

ら成路路

平 の線の ２

成 週年種区

十 間３類名域

四 、月

年 一１

三 般日道東

北 海

更 北

道しそ 海

たの 道路 奥先

。関 告

係

法 尻か番

示 郡ら地

図 第

和 尻尻ま面

昭 奥奥先

町郡では
、 号

赤尻北

年 字奥

道 公 報

平道路道区

日
の１２３

の線の

ら成路路

か
２

月
間３類名域

週年種区

般日道奥

一１
、

第

更 北

道しそ 海

たの 道

。関

路 北

告

係 見法
示

図 第

和面

昭 置
戸は
、 号

北

年 線

号

線
野

良
富

上
沢

美

月 の道瓜

一 縦幕

日

る
す

供線

に室

覧芽

金 。

曜

日

字道

律 石町海

法
第

番赤建

地石設
路 第

道 ）部 号

前後整
び 項

及 １

課 第

備 条

北 の

供
に間

覧線

縦島

の道尻

敷
前別

。更の

る変後

す

見建

第 北北道

律海

法

地

見
市市設

路 第

とと道 ） 上上部 号

ここ
ろろ整
備 条

課 第

地地び 項 ３２及 １ 番番

郡郡
知知

空空

先先北 の

町町
野野

良良
富富

上上
１

番番

海 規

堀
事
知
道
海
北

道 定

らで広 よ

かまかま帯 に

現 道

木 、

土 り

らで

業 路

所 の

に 区

備 域

北

員
幅

の

い の

置 次

え を

規

国重

堀長

事
知
道延

海

道 定 か海
土 り 敷館 よ 川函 に ら河

で業 路 ま現 道 ）木 、 地

置 次

え を

備 域

に 区

所 の

ま
先先

地地

前後い の 前後

ら
か
）
地
敷

川
河で

更２

也
達

北

道しそ週 海

、の間平 道

同関、成

路
告法
条係一 示

第図般年 第

和２面の３

昭

告 り

、 お

て と

項は縦月

砂

道道道

路道道道
変示

道

井 北

線奈 鶴山川

舞栗

の
の間

也と区
等複

達

北

道そ日 海

路のか平 道

法関ら成

１音７

告 線更地

係２ 示 １町先

昭図週年 第

３上で和面間３

番字ま

は、月

変示
告 り

、 お

て と

地然

らでらで区河

かまかま

町
更
音
郡
東

らでらで

かまかま

の、覧１ 号

律定海供

法規北に日

年
よ建る

第に道す

り設。

の路 第
路道 ）道部 号
供整

追

開及 １
を課 第

用備 条

名線線線
唄 島 分美

広江
広川川

供千千北北砂砂

用
市市島島市市

歳歳広
中中吉野

協協市市北吉

のの野３

和和
沢沢町条 開番番

年、一１ 号

海の

か北法北般日

先別

律 ら

建覧

河線第道縦

東

設に
る 第道す ）部供 号 郡番

路
整。

項及 ２課 第備 条 後

字
南

更の前

変後
間北

更
音
中

前別

定
るの 規

す次 の
始び 項

に 、

所 り

場 よ

覧 に
。縦

備 道

一 え 路

五

南

、 を

て 域

い 区

置 の

３ １３
１６１丁

始地地番番番

かま地地地目

先先

のらで先先先

海らでら１ 北かまか番

堀
間で 事ま 知先 道区地

のび

供平同同

北 規海 定道

でらで幌 よ まかま札 に
業 の現 次木 、土 り
道所 路に の備

敷

え 供

地

北の
延

土
走

網員ら

道か 幅

海
木
現
業
所

業
現

木
土

川
旭

道
海

北

長

り

日 お

の と

示 の

告 次

所

用成

変ら
か

開
達始
の
也期 す、 始て 開い を置 用

日

区 等
複 道

国重

。示 る告

の間
と



道
海

北

番

告
示 地

第

ま
先
で

号

北 海

平道路道区千地

１２３

の線の市地

成路路歳）

類名域越か

年種区蘭先
ら

３
月

歳

１番千

日道支

道 公 報

更の 北

道しそ日 海

、のか 道

同関ら

路
告

条係２

法
示

第図週 第

和２面間

昭
項は、

の、一 号

規北般

年

第

の砂

川 路川

道路深砂

２
名動江 線線自井 路川

奈

区道唄

、車美

号

路
道

１

平の

成種
十類
四
年
三

前後後

道

道笏市

公川越

湖河蘭

園間敷

敷
前別

更の前

変後

線

地

覧

第に道縦

律定海の

法
よ建

空美り設に

路道す ） 知唄道部供 号

奈チの路る 第

郡市
井ャ供整。

町ュを課 第

江シ用備 条

美イ始び 項

字ナ開及 １
す北 の 唄

滝滝空空

び
及

域名線線

市郡郡

覧川川知知

縦区

町井井

所扇扇奈奈

場市

字

丁丁町町

１１江江

町

美チ

目目字
唄ャ 番番

月道

一
日

金

曜

日

らでらで

かまかまかま

らで

の

道延

海
北

員らで
かま 幅

知
事

る海 規

国重

堀長

及

札 に

茶番。道 定

志
先土 り

内地幌 よ

ま木 、

業 路

番で現 道
を

か備 域

先に 区

地所 の

２５及シ

い の

置 次

らえ

内イ 先先志ナ 地地茶ュ

河一
敷国番番 川般

地地 地道

先先 ）
で
ま
）らで ら号かま か

更

堀
事
知
道
海
北

間

北

道し 海

、 道

同
路 セ

告

条
法 コ

示

第 第

和２ 番昭

地

の間

也と区
等複

達道

項

平道路道区磯先

１２３

の線のら
谷 成路路か
郡

３類名域田
蘭 年種区虻

示
告 り

、 お

て と

月郡
越

道しそ日

更の

後変
、のか 路
同関ら 法
条係２

で２面間

昭 かま第図週

前後前

変後

項は、

和 ら

敷
前別
更の

地
の

でらで

かまかまかま 幅

也
達

員らでら

先の 号

よ
第に

律定 で法規 ま年
り

の 第
路 ）道 号

前後供

湯 １ニ
町

開 １
を 第

用 条

道内コ 里

日道岩セ

洞町
前

変後

線間地ニ

爺字 番

前別
更の

海の

法規北般

年の、一

定 律
に道縦 第
よ建覧

り設に
る 第

路道す ）道部供 号
の路
供整。

延

開及 １
を課 第
用備 条

始 項

の
と

等
道
国

長

す の
る 規
。 定

らでらでよ

かまかまに
路

道
、
り

の
区
域

敷

を

地
の

道延

海
北

員らで
かま 幅

知
事

海 規
す北 の

始び 項

堀長

土 り

樽 よ

小 に
。道 定

る
に 区

所 の

業 路

現 道

木 、

北同

間
区
複

重

え を

備 域

現

場木
土
幌

覧札
道

海

縦

一
六

達道
国重

変
り

お
と

の
次

の

置 次

の間

也と区
等複

業

変示
告 り

、 お

て と

い 所所



北

道
道

海

路 南足南

告法 ３寄３

平 示 線郡線

成 第 陸昭

十 和 番別番

四 ３町４

年 号年 地字地

三 先ト先

北 海

寄

平道路道区足

１２３

の線の郡

成路路

町

３類名域別

年種区陸

日道上ト

１字

月

道 公 報

更の 北

道しそ日 海

、のか 道

同関ら

路
告

条係２

法
示

第図週 第

和２面間

昭
項は、

の、一 号

規北般

年

第

道路道区上地の

１２３

路路川先上

の線の郡か

類名域連上番

種区風ら

パ池風ま

字郡先

町川地

道

号

関ら成

のか平

そ日
の

係２
１

は、月

面間３

図週年

法 北般日

、一

月 律 かマま

一 第 らムで

日

第

後）
号

金

第
条

曜

１
項日

の

変後

誉
大

満間ム

道斗マ

敷
前別

線更の前

地

地
の

覧

第に道縦

律定海の

法
よ建
り設に

る 第
路道す ）道部供 号
の路

後供整。

項
開及 １

を課 第
用備 条

始び
す北 の

字

ケ上町

道ンの連で

風

の前前

変後

線
連間番池

敷
前別

更
地

部供
設に

建覧
道縦

海の
び

及
課

備
整。

路る
道す

に

でらで定

まかま規

北

、
り

よ
道
路
の

を
域

区

道車 車

次 道場 場

の 斗線

北延
員ら

か 幅

線

海
道
知

複斗 道道

国重道

堀
事長

る海 規
。道 定

でらで広 よ

まかま帯 に

現 道

木 、

土 り

業 路

所 の

に 区

備 域

い の

置 次

え を

の
員らでら

かまか 幅
延

海

土北

川
旭

道
海

国重
長 備堀

に
所事

業知

現道

木

お

にの満にのと

い
置
え

変

け別けり

お間陸お間

１２３

る停る

表立

願名住代位

出出埋

等満

氏 月

の区 年願者 の

週
の間停

也別 と区陸

達

免 北

公許そ間 海

有をの、平 道

水受願公成 告

面け書衆 示

埋た及の年 第

立いび縦３

り

、 お

て と

法旨関覧月

屈先

変示
告

屈先川 屈先川

町町町 ま上番ま上番ま

高高高 で郡１で郡１で

先子先

栄栄栄 弟地弟地

複 道

屈か屈か

１３１ 子

１２３
の間
と区
等

道路道区川
地

の線の郡１

路路上番
屈か

類名域子先

種区弟

そ日

更の

示
告也

、
て達

同関ら成

、のか平

し
条係２

、月

２面間３

第図週年

斜

日者称所名域置

項は

郡

成里里事里

平斜斜理

町郡長

町

５地里午里

年土斜斜

発本ウ

月開町来
昌ロ

日公町ト

社
番西

、係に１ 号

る

正の書す

大次図供日

とは

律出海

法り北

年お、。

が網

第願道
現

第た木

）っ土

号あ走

目 町ら町ら

丁丁丁

２。

桜川桜川

目目

丘上丘上

３郡３郡 番番番

丁弟丁弟

ら

前後

地目子地目子地

郡

道路丘上

道釧桜川
町

子
弟間目子

居丁弟

鶴３

１

前別
更の前

線変後

屈

定海の

規北般日

の、一
供

り設に

よ建覧

に道縦
整。

の路る

路道す

道部
開及

を課
用備

供

面
水
有

公
の

先
地

番

一
七

のえ

項備

１に

第所

条業
、道

にて海

定い北

規置

堀

公の

、示事

り告知

よ
水か

有日

らでらで

かまかま

敷
地
の

海
北

員らで
かま 幅

道延

知
事

。道
る海
す北

始び

堀長

え
備
に

所
業

現
木

土
路

釧

也

立し

埋算達

の起

面ら

等複

達道
国重

の３

てて 告
、
て
い

置

の間

也と区

示



地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

点点点点

北 海

地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

点点点点

道 公 報

のの

域点点

地地区地地

のの
点点

第

地地地地

のののののの

点点点点点点

地地

号

区
平
成
十
四区

年域域

三

地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

かかかかかか

点点点点

らららららららら

かか

向向

方方方方方方方方

角角角角

向向向向向向

角角角角
７
度度度度 度度度度

地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

かかかかかか

点点点点

らららららららら

かか

向向

方方方方方方方方

角角角角

向向向向向向

角角角角

度度度度度度度度

次の漁

地

秒 ののの地港分の

点原 地地
点点のと点秒点

かか地を四のか 、
向方 ＝ らら点結等方ら

方方かん三

向 向向らだ角

角 線点 角角
のに宇 ７
度度地よ登度 点っ呂の

漁

地地

秒 港秒ののののの

原の地地地

点方点点点点点

四向かかかかか 、

ららららら 等

方方方方方 ＝ 三

向向向向向 角

角角角角角 点
宇の

登地度度度度度 、 呂点

月
一次の

日

点
の地

点結
地を

のと

金

らだ
かん

曜線
のに

日

分分分分

点っ
地よ

分分分分
秒秒秒秒

のののののの 秒秒秒秒

方方方方方方方方 のの
向向向向向向向向

の
地地 のののの地の のの

点点 点点 地地地地点地

点点点

分分分分分分分分
のの

秒秒秒秒秒秒秒秒

方方方方

のののののの

向向向向向向

方方方方

向向

地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

点点点点

分分まて地分 で囲北点 、

秒秒をま緯秒
の ＝ のの順れ

方方次た度方 向向に区向 結域分

ん
だ秒

の ） の線 の

点 ら 点び 地、地 か 地及
点東

の経方

分分分分分

＝ 北
緯秒秒秒秒秒

ののののの 度方方方方方

向向向向向 分
）
か 秒

のの ら

ののの

点点 向地地地 、地地 方

で囲
まて

経角点点点 東

結域
に区

次た
順れ

をま
び
及
線
だ
ん

○○○○○○○○

の

ハニホヘトチリヌ

地地

のののののののの

４

地地地地地地

に○○

て
立位区

埋

イロ

向

す地地

関のの

角 地
点度

と

分度
面

地地地地

のののの

度度
分分

地地地地

のののののの

と
点
地

地地

の

点点点点点点点点

区地

○○○○○○○○ ロハニホヘトチリ

地地

のののののののの

点点点点

地地地地地地

かかかかかか

点点点点

らららららららら

かか

向向

方方方方方方方方

角角角角

向向向向向向

角角角角

○

事
工
る置域点点

の斜次の漁イ

の地

秒 施里の地港秒の

行郡○点原 イ

区斜のと点方点

域里地を四向か 、

ら 町点結等

方 ＝ ウかん三

向 トらだ角

角 ロ○線点 ヨ

西のに宇の

点点点点積
域域

のののの区区区計

点点点点

地地地地域

かかかか

らららら

方方方方

向向向向

角角角角

点点点点点点
地地

秒秒のののののの

の地地地地

方点点点点点点

向かかかかかか 、

らららららら

方方方方方方 ＝

向向向向向向

角角角角角角

の

点原

の地港

次の漁

域点
三

点結等

地を四

のと点
線点

らだ角

かん
のに宇

度度度度度度度度

分分分分分分分分
のの

秒秒秒秒秒秒秒秒

方方方方

のののののの

向向向向向向

方方方方

向向

地地

のののののののの

地地地地地地

地よ登地度 点っ呂点 、 番まて分

＝ で囲北 地
先をま緯 及秒 順れの び次た度方 に区向 番結域分

） ん

か だ秒
ら 線
び、の 方 及

海 度度度度

浜
地 分分分分

盛

方

のののの土 秒秒秒秒

方方方

向向向向

度
地地地地

のののの）

度 地度度度度 、点

分分 分分分分

＝

秒秒 秒秒秒秒のの のののの方方 方方方方向向 向向向向

）
か

のの ら

地地地の地地 方ののの

まて
点っ呂

地よ登

をま緯

で囲北

順れ
次た度

に区
結域分

一ん

八だ秒

線

点点点点点点点

び、 及

○東地 向点 イ
の経点 角

地
点度度

と
○分分 ヨ

点点地点点 向点点点点

点 角点

度
東

分

の経

地
点度

と

分



平
成
十
四
年
三 ３４５６７８

北 海

区

１２

道 公 報

１２３

ん
ゅゅ氏住代位

しし埋

又者 認認 功立 功名表 ん
受 の区 はの を 可可

第

の 北

公埋

５

海

有立平 道

水て成

埋

告 立 面

面に 示 地埋関年 第 ○ ヨ
の立す３ の

地法る月 用

工１ 号 点積途

大事日

号

○○○○ ルヲワカ

点点

地地地地

のののの

点点

月 のののののの

一 地地地地地地

日 点点点点点点
点
６ ２３４５７

金

地地地地

の ののののの

地 地

曜

かかかか

点 点点点点点

か か

日

方方方方

ら ららららら

域点点

地地

のの

方 方

の次び区漁か

域港ら１ 公の
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付道 保証 消 参納海 札札

５

男
一

加 場
の札札 行

執
札入入

入

っ申

にし）あ額なを

定

もか入たし

当たをるを

る

っ額っ免札者出

た金
てて税書は
記落と

は当落事に、こ

金価者載札。

、該札業

定だ

札額格です決た

入

するこ後し

書にとある

落

記円るかと速、

に１

に

載未のを。や

成
な札に
る 要 第い 入及係 条のお
、 に否他こ消 １て 札び

に る公税 の２ 限の費 項

定 ）にの 定規 。告等 規

る ため扱 よす し定取 に
め格 を入 定資 者るい り

場方 る交に
よ決

を 落札

法

にる 入方

。付よ る定
認

るは

す札

関所法札入

場な

項海海のめ

事北北
幌衛で。

札立所い

道道

す規
金 費

中学付

市生交

等 よる則 証 場日の 税 し

付 」 うこ第
納

の と 所時金とと

以
除 う る。

免 い す。号

者

同、

納 ） にには下
、 。

付 相 同
。。の務
方 当 じじそ財

は 含 の則
等 を 者規

法 額

平

時
日所時

び
及場日 所

海海成

北北
道道

市生月

幌衛３

札立年

中学

、わに者

さ満で問か札
費共

た端入ず消が

れの
額がに見税同

金数札、
加もの業

にあ参積等企
税の 該とすっ課体

当る
金きるた

二 額は者契事場

五

、金者で の、は約業合

そ
の消額であ

有 札に た

端費のあっ 分

る 価な とす 定し 者関 予

の 。件 の者 る条 格い す
範入反 のた違 限しに 制

札 で財入 内、た 囲札し

。

区総る

央院す

は 最務

係
西計

条会
２課

南務

政 。 積と
、 む 見」

目
丁

た。
第 の っう

令 ） もい

契）
の の
約第 条 分
金

７ ５

か 及 に条 額

海 す第 費北 当ら 消び 相
税

道 る

区１
央院日

及

前

条会午

２大）

南階火

西議
室

るて の

目
丁時

数税

か、 ５
相の 額に免そ に分 金等
を係税の
事構 当切る

則、 低規

すり課に業成

効 価第無 の

と 格

。

も各る
す を条

規 上
地ま 務 以
び条 財 額

費定 入
消の 則 の
方で

税札昭め



３

者どア 種条

はう

及付、か申 条 資類件こ
５ 入 審び一アの の の 格

ら査 の 札 査規般か審請

を争ウを ２の は の模競

請ほ入ま申 の 、 申

北 海

２

備

札の平道当資警

入次

行業金員

にい成が該本

参ず

に額導

加れ年う務の指

も海名係が教

すに北指

育

る
者該道競る

道 公 報

１

達

札 成調北調契履

平入
達海

立す 付約行 年を道を に
役生役

す 月る衛る

３す

日務学務 る期場 １

第

北

次 海

の 道

と

アイ

立

お

こ詳

衛

り

名所の細

生

一

入は

学

般

札、

院

競 在の入

告

争

執札

示 行説

号

員る契

平のこ約

成一とに
十部。関
四にす
年免る
三

をぼ札で請 規時 地 税事

に 自 す同参にし期 定 方
資めけ よ 治 るじ加定な

のす格るれ平 る 法 日く

件 行 直るのとば成 条 施
令 前契審こな

一

２約査ろら年 付
よい月 般 昭 営をにな３

年結り。１ 競 和 業締
度し、日 争

分、２ 入 年
政

責 に当告争営

任

第札年者 万 必す示入業
に数を 円 要る

以 なこ

関が２ 上 北資と

名 で 海格。号す
規指以上 あ 道にる年以

でし 、 幌定名上有 り 札

業 中る停あて 従 市すを
舎さこる 員 央庁止るい

庁仕間所

の院の 事

を 区

平北

及等等

称舎様

項名

道

数備成海

び警
量及入

月市

い説４幌

び札年札

寮に日央

み書１中

ず明

入

管よか区

第

札

は明

３ 称地、書

号 公に
。

北郵電する下

開よ以

海便話る

」

立号号札

道番番。入

衛

と 生

う

学－－い

院

。 － 総
月事務

一業を

日

と組

るる

いす

が当

者担

金

はの

き織

曜

共称

、名

日

令 のかの金 札

企び

同及

） で

算、かか あ 第 決つ
に誠らら る

８ の 号
、 以

いにま日 で 。

お実
て履で

し掲） 札

、行に金 入 下

１

るで 参 令

のたげま に 政

者
定あ格 し と

にで資 加 」

南等れとこ
めるを よ い

備い。 時 ４警て。と 常

条

資い人 西のな

以

有。雇 目をと上 丁格こ

い みこて ずるし いす用

北理るら南

こ 。る 寮と

西

道務成条

海業。平２

立
衛年

学式月目

生一３丁

院

衛
立

井で道
ま海

長日北

務）

生

上

を 課北

実

幌る

係札す

計道施

会海

所

西
条
２
南
区
央
中
市。

税
免
等

税
費

消地

体在

業

こ有 うう

書
出
申
者
業
事

。る す ）

契とす と 。

る
と第るか

約
９

入開

郵落財て契要そ

っ

者書 規札 及札

札約 務 便

則の び

と

報効の 第時 電有 の作

７８
。

と札交交

和る入郵
便 入

付 保北ろ明等 札年こ説

学

道よの

証海に書に 付

６

舎

男庁
院

一

入保

札下 札金

入開開入以証

にを

加付 保消 参納 札札札

４５

目
丁

約 審海海札入

契北北入

項 を札立行

条 査道道執

っ市生場 を 行幌衛の札 請

請

申申

イウ

す
出
提
を

に 類
書

決成

にな

方要 第い よ入 条 定のお
、 入法に否他 １て る札

。 規に はる の２ 札限 項

す なし に定 め） 定規 認

を 定資 。者 りる いた よ

の規る交

よ 金

を 落 め格

第に入 納則。付る 場方

関所法札

付
の

除。る

免号す

下項海海の

、以事北北

付道道場

納
法務幌衛で

方財札立所

は則中学付

等規市生交

よる 証 日場日税 しす
費

時所時金とと
」 うこ
等

者
う る

い す。
と

、
） 海成にには

。 北平
同同相 道
３。。の
当 立年じじそ

の
を 生月者

額 衛

含 学

央院及 す場 た中学所 示
南務日所

き区総び 場
と

北

審条会

、２課時

は所

係海

北電査西計

海話結

立号を目札

道番果丁道

衛申幌

請市 生
先
出

方提
の の

学－者中

書ば番

請れ便

申け郵

法
のら
類な号

提な

定し 者 予有 札 た

出い－

。 の者 る 格い す 価な と
囲札 範入 のた 限し 制の

」央院す

最務 で財 内、

い南務。

政と区総る

、
。条会

第う２課

令
）西計
係 条第

丁 の

目 ７
海第 北ら びか 及条
道

。 １積
む 院日見

午た
の 大）っ

） 階火も

会
議前契
約分 室

額５

時金の

分に

に央

及る
税す

費当
消相

院

通区

務知南 － 総

す２ 課

る条

計。西

会
係

目
丁

先。
の

幌

り札

よ道

に海

示北

指
成市

作

二し中

六

低規 書２

請南

申区

た央

価第 の則

格
も各

を条 定
の 則
で 規

ま 務
条 財

消の
方上

地以
び額

昭め

を西

類条

税札
費入

提
な

し目

出丁



２

資役の政政

資次

平

務格令 い令

成 第 ず第

十 れ の四 に条 条 要年

の の 種も

三 該

北 海

規１

契

に平資平入公

定争方
に団

よ成格成札共

及 り

調度加の

、年び年参体
る務

般月達にす役

一３
争日すい者の

競１をお

道 公 報

北

地 海
道方 アイ

立自 こ詳

衛治 名所の細

生法 入は

学施 札、

院 在行 の入

告令 執札

示 行説

第

こ約

捨税相者員る契

イ
あ一とに

て事当落での

る者る部。関

た業す札

る

額で金とかにす

金者

っ申税事

）あ額なを免

をるを

号

を

掲札落額

に入る

号ア

入等算
決 る額加

札 げ金

４ 当 及係た
に 札にし

定

４月

第 第 格類件当

一

２ １ す

日

との に 北う北こ項 項 る
定 道）道。規 規 海。海

に す 立立定

金

り 者 生生よ る 衛衛

曜

争 な 院院競 で 学学

日

に種約

こ ずず入 い いい

要は

札役北必類

入るて

海

参の道な、北

に務海

す類衛格に道

加種立資

者学、め衛

る生は定立
る生

定の院

必がにも学

に院
るすず

な結めとい

要締

資し

第昭 は明

４和 称地、書

号 公に
。

政 北郵電する

年 開よ

第 道番番。

令 海便話る

立号号

号 衛

。 生

以 学－－

下 院

－ 総

出業を

もか入たし事務

税書はる者担

っ免札者

いす

落事に、こが当

て

載札。るる

札業記落と

織

格です決たと組

価者

後しはの

とある定だき

るかと速、、名

するこ

札同及

のを。や落共称

金
、わに者企び

で問か

て の費
っ こ消額

た びる
の金
、 告等該

は 公税当
書 め扱に

札 定取額
入 に

載 札未
記 入円

に るい１

と みみ札 れ 関の
さ に満

食食参

給給の 。 寮寮へ

資除

の排

務務を

業業加
れ

格さ
る

下い

以て

。寮

格北よもるみ
資者

食

定道とと給

を海うの

務

た衛る、業

め立すし
当

院定契委

学に該の

。生

契よ約

るに契

長め約託

係達

上に調
約り

井

政 務

令 課北
幌い 係札

と 計道

」 会海
区第 央） 中。 市う

南

消が業所

西５

条の

２条

消地

札、費共体在

入ず

税

参積等企費

に見税同
免

すっ課体等

加もの業
事

者契事場税

るた税の
者

、金者で業

は約業合
出

費のあっ申

消額であ
るて 税

か、書

額 条が
金 る数

た す端
等

き 該 違と
当 にる

に 件あ

入そ の た、 額 しは 金 反
札の

で

無金 ５

、数 の

は端 分

５
いこ

とい

」な

格

資中

格再次を

資請アイ

請 査いう格小 申 審の行

を

れと有業 のずこを企

競地

男般る
一す

一る

出 請請

提提

申受申

アイ

第

の のの先先 付出

４
の

目項

丁１

及め資

年つの

律てに経中びて格

法い

る査

第は掲済小協い審

、げ産企業

当る業業組との

を 分

該資局等合き申 号

係税の提 の に免そ
事構出 る

３

課に業成す

従し資類下

有種資中以
企 本業て格及格小 資

件小
業 金員い審び中 要

この模企
等 はをる査規

常

り

す切 当

とを 相

効額 に

。
るす

が税成

。道道平

と
行を

す等 再の 指納３

う滞年

者同

にでる協 申事かが
当合

当るの組

請由該き

電る該

す。
に組

番で格業

話者資企

引係合

号、
きるを

き業く

－続営除

法称地
在 名 時方所 時の

資で午資先け北郵

期間

道番

格の前格のれ海便

示な立号

審間９審指ば

しかのにら衛

査に時査

の
申なら申よな生

請け午請りい学－

はれ後は作。院

の 第中格長協に。請 ）

行組っ時 ３小要が同あ

第業はう合て期 条企件

第、び １等適官法は及

同し需３設方 項
協用公

第の ７
組な適条立法 第

に
又。組４際 号

合い格

げ
協のに資 掲

は合号に

の協

業証掲格

時と申を業 同

。請ほ等 特組

同同 円合 人をぼ例協 万
上上るじ組 以法 以す

用のす」 で昭 雇日く合

し直ると あ和

る
管２約う こ年 、前契い

締） 。律 理営を。 と法

養年結及
第 栄業

現

争い日

競て１

名し月
なお

にでに

札者在

入る
指と引

るこて

すいい

関

資を。

停き

を続

名。き

格相） －

を続で

得、あ
を

と又格

う併資

よ合る

る譲有

すは

二 も渡す

七

そ

、りで

はよ者

のにる

資承

、ば５、成総

にた課北

平な時次し務

なで掲申海

成らま

年いげ請道

曜申類幌

３。土る書札

及書提中

１日請を市

月

び類出央

日
）曜提る南

金日のす区

らを先と条

か日出こ２

合をる有 協
組明げを る

、す業る 組
が有企す 業

のと合で

次る組者 合
いきあ 以
れ下も

ず。以る 下
かの 協

成 合
該業構 組
に企が 業

す合員 」
当組

士度しび

はのか小 ）

又分、中 号

養算、業 ３

栄決つ企 第

をお実体 に

士に誠団 条

名て履組 定

３いにの 規

上１しに る

以、行織 す

者す 小

、のた関 中

理にでる 企

調

止
なの

いそ

て上

れ以

さ年
で

ん

。営

とを

こ業

い事

た成

審し構

格継の

る
い

再の

のも員

査

８除にに西

申資

日く、よ

。当り丁

出な

）提わ

金）該行目

う
とと過 い

る」の と

ま

。を ）
はう数 。

きい半

員定あ法 業

に２）占

、

るこ協

をめる律 等

以約。和 組

名契と昭 同

上と合

。
と

こ



３４

海海札入入開

契北北入
立行札札札

条道道執

約

場場日場

を幌衛の

項札

所時所

す中学所

示市生

場央院及

北 海

食

２

北調契履札成務

入平業
の

調
達海達に
３格

を道を約行参年資

る期場す月を

す立す加
日す

役生役る１有

る衛
務学務間所者

道 公 報

１ 北

次

７

海

の平入 道

と成札

資資

立

に

格

お 衛 格を

り年付 生

一３す

有

学

般月る

のす

院

競１事

る

告

争日項

喪者

示 が

第

６

再作格資資に有資

資約
るは

格効 申成の格係格

効有一１ の期 請し有の

し申期効般の 有間 をた

効の

間争に 期更

よ請間期競

う書及

号

格再
ウ

平申 を企
成有業
十す組請
四の る合

年
方 者又

三

南務日

所区総び

では

海海成に

２課時北北平
同

条会
西計道道

係札立年じ

目市生月

丁幌衛３。

中学
区１

央院日

のに北る

２大）

南階火

道と

名い仕必海こ

の院

海な立。

称ず様平北要
道資衛

及み等成

び寮
入４幌学

数給年札格生

１中告

業札月市院

量食
書か区第

明日央示

務説
式よ平４号

一にら南４

入 第

札

失２

５ に

号 規
る

す下

定以

にい

件と

要」

格札

資入
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３の 第会
克光

き北

づ代菅田

基
に

定称

久 の そ道者 、海野村

表

昭
の選

告和 援友

示 会会

第年
法
号

第
律

第
）

号
条

月会蘭後

一地援

日区会

金

曜

日

の

援規 項

後の ３

夫項 第

中帯づ に
基 定
に 規

会定
そ 資

郡市、 る

川広き よ
の 金

幕西
別

等 団

札南称 理

町条名 管

己雄司の援

資体後
内２

同同同

称
名会

金主岩
見
沢 た

西

同同石事条 管

９ る市
務 狩

理

称管名光武

名挙氏

支

次員解年平同

を委

等
の会

と委散月

お員平

り長成の日

公

年

務 る橋月

す１届事同

表
１

代会代会代第
。分出

者

の 責責

表表表項 計計
のの 者者定

任任規 者者
氏氏 氏氏氏よ ののに の

体
団

治

名名名名名政
る

会代主

々の

景山有大佐

所
務 任者事 責る 表 計た

名地
在 氏氏所 のの の 者

の

中丁を 体

川

世天中

名

番出と

町７の 届

央目次

地 番

表成
公平
り ９お 地

岡村す
月

田田。３
る年

２ 所－

理の１
目 所 所丁

代野

成
平団 。地

る在

）先局

月体者 ３尻
表 年

届

之
康

北

政出 海

が

及川沢工

道

あ
治 川村宣藤

選

っ
資 洋ま彦清

挙

た
金 とさ後雄

管

の
規 明し援後

理

で
正 日後会援

委

散

山角塚山木解
を援会

博宣司美

届

倫利祥武の

里郡

歩
と
お
そ
い
べ
あ

照
町

造成錦
町

宏勝別
幕

戸

十同
夫成

日

和光１

地
番

１の

海
北

所
支
勝

成名清

日平氏
所

分支 出 月知

１届空

年

、
法

海
北

）先

員 創会

同 会

法
昭 る

告

第
和 会

示
第年
条 法
の 号

第
第２

律
１

規 第
の ）

関櫻沢工項 号

岡廣進敦横

会
む

川井藤

和顯恒秀一

田瀬藤沢山

石岩中

島
伊

夫嗣彦忠彦 博札
町

清別
幕

澤倉郡
川

理
管

挙
選
道

町
央
中
内

司

委
会成
員平
委

分
月
長１

員年

委
会

員
委
理
管

挙
選
道

）

長
員

定

彦雄づ ２
基 第

宣清に 条

同同そ 規
、 の

き 項

隆隆

の 定

同同

名 に
称 よ
等 る

同同同釧の 管
次 金

を 資

後
同

実 ９
地

番

三
四

団

路と 理

之
康

橋

之
康

橋

す
表 指
公 の

所り 体

支お

路

同同同釧同所
支

志

定 所

支支

振勝

胆同十

所
支

所



た当公同

っ
で政党

の該政明

平 党 、治

成 同団

十

本 法体

四 第を

年 ７支

三 条部部

北 海

北

政 海 資上

道治 金野

選資 管功

挙金 資理後

管規 団援

理正 体会

委法 の

員 名

会 金称

道 公 報

な 北

政っ 海

た

菅沢岡工

道

旨
治
選

の
資 野田藤

挙

届
金
管

出
規 久宣和清

理

が
正
委

あ
法 光彦夫雄

員

っ 会

第

取 北

政消氏 海

金
資

届 道治

管 出 選資

理 が 挙金団 あ 管規体 っ 理正の た名 委法指

の 員定
の で 会

号

氏深小

金
資

井畑

団
理

管

信保

の
体
名朗則

出
届

月 のと

一 の ２す

日

称

のの

項党名

１政

第る

規名

金

に
定称）

曜

づ政公同

基

日

昭
、党 党 き明

告和
示
第年 主江
た法 別

号

麻 事第 大 る律 管市
元 務

） 所町号

の 理

第

た
昭

在条 地

６ 所番

告

の
和 参留幕釧

示 路 議寿で 第

、
年 別市

法 院都議

同 号

員第
第 議法 議村律 町会

員長長

２ 第

す沢岡工の ）
条 号

が宣田藤

の彦和清第

昭

久後夫雄１ 条

取 、公 告和消 同 示職 届 法 第年出 第の 法を 号律し種 条た
類

第

者 の
２
第 号

金 項 第
１資 ）

の
規資 条管

事
公歌釧

の
項

路 異職 動登市

届の議

を
出
種町会

し議

者
た
類長員

そ札札 の 金井畑

資深小

平総 部

名豊東

支 の幌幌
部 名 を支部

の 等総支

称
り主域有同

お
と
の称

次
第

す活位

表る単

公たを

定 表規

代上の
項

団１

地
功政

る 氏

よ の 体に 者野
名

た 金成の

資っ平部
支

党

幕援の ３

光援全後項 第

連定 の

語別会規 項

と会

づ に

後基 定

会合に 規

る

の 金
そ 資
、 る

会き よ

援

幌田川路名 管

札虻中釧
幕宝等 団

市郡郡市称 理

基 項団 に ３理 定 第

中留

に名 、 定の き 規
づ体 の

金
称 資
名 る
の称 よ金

そ

保

の 団た 次 理
を 管
等主

団策育
政を 理

朗則 管信
友 名

会保 の究る

体研て

動と

職 る
た

異主公

称会

１け
が設
域て

。区し

る

町部
市支
のる
上れ
以ら

届

選か
はる
又あ
村で

旨 管

出 の 理が 団

あ 届 体
な年
で出

平

成な日

平く月

年成

１届石

先所月

分支３ 出 月狩年

７次 で

央寿別町を 体

）

と

南村札－の な

区都町
寿央

条留中

３字内７く

都町お

西

り 丁

公平

地 地表成 番 目番
北３す

体

教月

道。３

海る年 ９

事 定公
り 指
お のる 管 と

。成理所 る平
す
表務

の
所の 務

動事

月
３
年の

項地類
在
所種

事

登会
歌議
郡市
幸路
枝釧

区か
挙否

異

成区別

平のの
局

分出務 月
１届事同

年

育１
海
北

日
１

海
北

）先

３
館
会日

宣和清

野田藤

菅沢岡工

者
表

代
地

団在 日
１

所
久

南員 新町議

海氏

北の 体

町
４

動－

道

歌議
郡道 内幸海

枝北

委
会

員
委
理

管
挙
選

三 員

五 長

員
委

会
員

委
理

管
挙

選
道

長

平同同同

光彦夫雄
支支 務志勝路

事後十釧

道名
局所所所

支

委月 定

理
管指年

挙
選

会成消日

員平取

委
分出 月

長１届

員年

町
東員 旧町議

登会

）先

容

－
所所
支支 出谷路

届宗釧

之
康

橋

之
康

橋

之
康

橋

先



造事
製う型式の概要

２

技技式

又業遊遊型製型

式業 検の機機試
造 は所
査所のの験

北 海

は

の概要検検検検又代

の 型製型申名 定表 定定
者及 年有 造式請称者 定
月 験のび 番効 式業の 試

道 公 報

造事

検又代製う型式
１

者

申名又業遊遊 表 定は

検の機機

請称は所技技

のび査所のの

の 者及

第

条務た 北

遊のの 海

技遊で平

の

道

機技、成

適

公正

の機同 安化

認の規年 委

定型則３

等

員

及式第月

に

会

びに９１

関

告

型関条日

す

示

号

党
明

公同

平
成
十
四
年
三

分名名号

を在種区番 者

行地類

埼埼回遊シ株

玉玉胴技ャ式

県県式機ク会

川狭遊のネ社

機定キデ

越山技認ツロ

字びオ

南大及バオ

市市

の

丁新式２

一中型ウ

台

所名

番氏住 期 者氏
目田

東株代

名名号日号間名

平第公 イ株

示京式表 成 チ式

の都会取 ゲ会

日豊社締 年 キ社

島ロ役 テロ３

東オ谷

イデ月号平区デ
池澤

オオ１成

ウ日

氏

月丁次

３二鑛

２年袋

行地類分

氏住を在種区

東株代埼埼回遊

名所名

県式機

京式表玉玉胴技

社締川狭遊の

都会取県

機定

島ロ役越山技認

豊
東オ谷南大及

区デ市市

北袋一中型

池澤台字び

次目田の 海二鑛丁新式

式す第
る

丁

第

のる１
法

道律

検技項 号

定術の 公
にの定
和 等上規

昭

安

法 す格よ
年 関規に

委
第 規適公

律 るにり
員則合示

しす 会昭てる 号

月
一
日

金

曜

公同

日

字検

党
明

等

番芝定

地

に
第
則
規
る １す 地関 番 ８

１目

第
条
６

日

道

間
年
３
ら号

か２
）番

字検 目

番芝定 公

等 安番地

に 委

１す 会地 号関 員番 ２８

条
６ 潮第

則 長規 員る 委

和い。 ）

第 田
告る第

年旨

示

項

公定４

家検第

国の条

安

を

会営定

員俗検

委風の
規。

第のう

則等い

規業

支
総総

幌幌
札札

新西

４

検又代

号
２

有同
部部
支

申名 定表 定定は

検検検

４

年有 式請称者 定の 型

検又代製う型式の概要

業遊遊型製 表 定は造事

請称は所技技 者

申名又

号
２

造

定

型式の概要検検検

３
技式定の 遊遊型製型定

）及を

号制）

年有 造 技

又代製う

６業っ

第び行
表 定定は造事

検検検検

は所 者 定の申名又業 定

番効の 試者及 年有請称

名

番氏住 期氏 月 験のび

公群株代

号日号間名所

平第
示馬式表 成

の県会取

日桐社締 年

生ソ役 ３
１成境ィ井

月号平市フ
野ア置 日

業 の 者及検の機機

年町

区者 氏 のび査所のの式

地類分名名

氏住を在種

代東回遊ガ株

名所名行

京式表京胴技ン式

東株

ン社

都会取都式機ガ会

飾技認大

葛社締葛遊の

技

区都区機定都

飾大役
研原菅び研

小技木小及

効 式業 機機試

二二型

菅

種区番期 者月 のの験番
第公

類分名名号日号間

平 株 ぱ遊

示 成 式 ち技

の ん機ド会

日 年 このク社

遊認タエ３

ス１成

技定ーー月号平

機及ラ
びボ電日

研年

査所 番効の 者及検の

型

地

氏住を在 期氏 月のび
株代東

日号間名所名行

示京式表京

平第公東

成

の都会取都

日台社締荒 年

東エ役川 ３

東ス武東

月号平区ー区

上電本日

１成

日

七定

局
務

事同

年野研暮

１目
月丁男

３
日

丁式

間
年
３
ら地 か番 ）

定

８８検

目俊目の

丁海

す
関

号号に

９９等

番番

３

６
第

則
規

る

か

等）

定日

検１

の月

式
則
規間

る年

す３

関ら

に

月丁俊二

３三孝里

６
第

目

１目丁

日
）番

間
年

３号

ら号６

か９番

三
六

イ
号
１

第
条

号
２

第
条



式の概要検検検

７

平

定成 遊型製型定

十

造 技式定の

四 機試年有

年

月 の験番効 式業

三

北 海

造事

検検検又代製う型

の申名又業遊 表 定定は

の機 有請称は所技 者 定

び査所の 番効の 者及検

の

道 公 報

代製う型式の概要検

６

業遊遊型製型定 表造事

試年 造 は所技技式 者
又

のの験 式業 の検の機機

月 査所

第

は

の概要検検検検又

５

定の 型製型申名 定定定

業試者及 年有 造式請称

月 験のび 番効 式

号

又業遊遊

造事
製う型式

のの

検の機機

は所技技

区番期 者

査所

月 分名名号日号間一
日 平第公 株 遊

示 成 式 技

の 機フ会

日 年 のィ社

認ー三３金

及ー１成

定バ共月号平

曜 びバ日

型カ年日

月

式殿３

地類

氏住を在種 期氏

の

株代群ぱ

号間名所名行

示馬式表馬ち

第公群
の県会取県ん

日桐社締伊こ

生三役勢遊

境毒市機

号平市共崎技

野島三

成
３六秀町

年町和

を在種区番 者 氏

月丁行

平

名行地類分名名号日

株 代群ぱ遊

成 式 表馬ち技

取県ん機フ会

年 締伊このィ社
バ共月

役勢遊認ー三３
日

毒市機及ー１

崎技定

町式殿

和型カ

島三びバ

秀

の

号間名所

番氏住 期 者

行

平第公群株

名名号日

株

示馬式 成 式

の県会 花会

日桐社 年 満社

生三 ソ３

ィ１成境

フ月号平市共
野 ア日

を在種区

月丁
３六

年町

馬ち技

群ぱ遊

行地類分
定

生遊認

桐この

県ん機
式

町型

野び

境機及

市技

１

丁の

七

３

関ら

にか

等）

定日

検
第
条
６
第
則
規間

る年

す

１目

番 日

地

間
年
３
ら地 か１ 番 ）

検
規
る
す
関

１に

地等

番定

１目

第
条
６
第
則

日

目検

間
年
３

ら地 か番 ）

定
等

６
第
則
規
る
す

関 地に 番

イ
号
１

第
条

型

造事
製う型式の概要

所技技式

又業遊遊型製

概要検検検検又代

造 は の 製型申名 定表 定定は

号
１

年有 造式請称者 定

検又代製う型式の
９

イ

遊遊型 表 定定は造事

検

は所技技 者 の申名又業

式の概要検検

８

有請称

業遊遊型製型定

事
う型

イ
号
１

年 造 所技技式定 名又 表 定は造

検又代製

検の機機試

請称は 者

申

区番 者

査所のの験 式業

行地類分名名号

を在種

株 栃千ぱ遊

式 木葉ち技

県県ん機ポ会

小四このク社

技定クー

山街遊認ポメ
主ー

荒市機及坊シ

市道

販

井鷹び

の型

験のび 番効 業の 試者及
名所名

番氏住 期 者氏 月
第公沖株代

名号日号間

平 株

示縄式表 成 式

の県会取 会

日宜社締 年 社

野メ役 三３

成市シ別

共月号平湾ー
真ー所

１
日

の 者及検の機機

年志販

期氏 のび査所のの 効式

地類分名

氏住を在種区

間名所名行

公群株代群ぱ遊
ん機フ

示馬式表馬ち技

締伊このィ

の県会取県

生三役勢遊認ー

日桐社

機及ー

平市共崎技定バ

野島三びド

成境毒市

業 の機機試

年町和型デ

区番 者月 所のの験番 式

地類分名名号日号

在種

平第 群ぱ遊フ株

成 馬ち技ィ式

県ん機ー会

年 伊このバ社

勢遊認ー三３

及ブ１

崎技定セ共月号

検
和型ミ

三びン日

市機

氏住を 氏 のび査
の 者及

馬式表

群株代

名所名行

共
生三役

桐社締

県会取

町
野島

境毒

市

台式売

１等

目定

丁検 地一の 番

る
す

地関

番に

三 規七

月２鋼

３喜売直

６
第
則

日目
１丁
）
か番
ら

３六秀町式カ

間
年
３号

のザ 月丁行

検ウ １目

番定ル 日

地等ス 番 ）
地 か１に

ら関

ッ

６
第
則

間規

年る

３す

のシ

町式
検ョ

番定ン

地等

秀

６
第
則

規
る
す
関

１に

目
丁行

六

１
第

条

イ
号
１

第
条

地
番

イ
号
１

第
条

イ
号



は造事

検検又代製う型

者 の申名又業遊 表 定定
及検の機 有請称は所技

のび査所の 効の 者

北 海

事
製う型式の概要検検

定 又業遊遊型製型定

造

機機試年 造 は所技技式

査所のの験番 式業 検の

月

道 公 報

定は

概要検検検検又代
者 定の 製型申名 定表 定

の 試者及 年有 造式請称

月 験のび 番効 業

第

事

検検又代製う型式の

又業遊遊型 表 定定は造

請称は所技技 者 の申名

効式 の 者及検の機機 有
のび査所のの

号

検検 平
成定
十定
四年

年

月番

三

行地類

氏住を在種 期氏

公愛株代愛ぱ

間名所名
会取県ん

示知式表知ち

春遊

日名社締西こ

の県
古大役

市商市井機

平屋一日技

中会原郡

成
月鴨茂町

３区春

年村西

名号日号

を在種区番 者

平第

行地類分名
マ 愛ぱ遊

成 ル 知ち技

県ん機花ホ

年 春この火ン

日遊認師工３

太株１

井技定勘業月号

山型会

桃び式日

市機及

氏住 期 者氏

１の

町式社

代

名号日号間名所名

番
平第公愛マ 株

示知ル表 成 式

の県ホ取 会

日春ン締 年 社

日工役 エ３

成市株岸

レ月号平井業
桃式

コ１
日

月１夫

３町社勇

年山会

分名

氏住を在種区 期氏

回遊オ

間名所名行地類
胴技オ

公東株代鳥栃千
式機タ

示京式表取木葉
遊のコ

の都会取県県県
技認ス

日江社締米小四

東エ役子山街

２

平区レ市市道機定ロ
び－

成有コ小和荒市及

明森田井鷹
の型 年三富町

台式 番 ３丁美

一の 月目雄

月日号 一
日平第

成
年
３ 金

１
月号

曜日

日

村

）一沖

日町字

１付大
西

ら目字

か丁
３

検

地
番
１

間地川

年番ノ

等

目定

丁

に
条
６
第
則
規
る
す 地関 番

日目
１丁

第

）

地

間
年
３地 ら番 か

日番地目定

１１番丁検

番に

）地１等

か

則

間規

年る

３す

ら地関

検検検検又代

第
条
６
第

型申名 定表 定定は

概要

年有 造式請称者 定の 製

イ
号
１

事

検検又代製う型式の

又業遊遊型 表 定定は造

請称は所技技 者 の申名

有

定

事
う型式の概要検検

技技式定 業遊遊型製型

検検又代製
号
２

年 造 所
又 定表 定定は造

要検検

請称は 者 定の 製型申名

年有 造式

の 試者及

技
遊型

式の概

期 者氏 月 験のび 番効 業
号日号間名所名

番氏住

平第公東株代

名
株

示京式表 成 式

の都会取 会

日葛社締 年 社

飾大役 三３

成小技木

共月号平区都
菅研原

１
日

式 の 者及検の機機

年二

区 期氏 のび査所のの 効

行地類分名

氏住を在種

株代群ぱ遊フ

間名所名

示馬式表馬ち技ィ

公群

のバ

の県会取県ん機ー

勢遊認ー

日桐社締伊こ

生三役

機及カ

平市共崎技定バ

野島三び殿

成境毒市

式業 の機機試

年町和型

種区番 者月 所のの験番
第

地類分名名号日号

在

平 株 ぱ遊

成 式 ち技
ん機ミ会

年 このニ社

遊認ス大３

及ポ商１

技定カ一月号

者及検

型ス
びリ会日

機

月 験のび査 番効 業の 試

所名行

番氏住を 期 者氏

愛株代愛

名号日号間名

平第公 株

示知式表知 成 式

の県会取県 会

日名社締西 年 社

古大役春 大３

商市井

一月号平屋一日

中会原郡

商１成市

会日

分名
区
の式 機

年村西

遊
ポ
定カ

認ス
のニ
機ミ
技

目俊

３丁海

型ス
びリ

及

ら
か号

）９
日番
１８
月

間
年
３

の

３六秀町式

月丁行

検 １目

番定 日

地等

３す

ら関 地 か１に 番 ）

６
第
則

間規

年る

規
る

す
関

に
等

定
検

の
式

月鴨茂町

３区春

６
第

則

村

）一沖

日町字

１付大
西

ら目字

か丁
３

地
番
１

間地川

年番ノ る
す
関

に
等

定
検

の
式

三規 八

第
条

イ
号
１

第
条

６
第

則
イ

号
１

第
条

イ
号
１



式の概要検検検平

定成 遊型製型定

十

造 技式定の

四 機試年有

年

月 の験番効 式業

三

北 海

造事

検検検又代製う型

の申名又業遊 表 定定は

の機 有請称は所技 者 定

び査所の 番効の 者及検

の

道 公 報

事

代製う型式の概要検

又業遊遊型製型定 表造

機試年 造 は所技技式 者

所のの験 式業 の検の機

月 査

第

定は

の概要検検検検又
称 定の 型製型申名 定定

式業試者及 年有 造式請

月 験のび 番効

号

又業遊遊

造事
製う型式

のの

検の機機

は所技技

区番期 者

査所

月 分名名号日号間一
日 平第公 豊 遊

示 成 丸 技

の 機竜産

日 年 の凰業

認伝株３金

会１成

定説式月号平

及曜 び２社日

型年日

住を在種 期氏

の月

式３

ぱ

号間名所名行地類

氏
丸表知ち

第公愛豊代愛

示知
の県産取県ん

日名業締名こ

古株役古遊

会永市機

号平屋式屋技

中社野中

成市
長豊長

３区裕区

年村村

号日

を在種区番 者 氏

月

平

名行地類分名名
株 代群ぱ遊

成 式 表馬ち技

取県ん機・会

年 締桐この帰社
て和月

役生遊認っ平３
日

中広機及き１

市技定

二式門

町型黄

島沢びた

所

番氏住 期 者

潤丁のち

公群株

名名号日号間名

平第 ガ株

示馬式 成 ン式

の県会 ガ会

日桐社 年 ン社

生平 －大３

都月号平市和
沢

技１成広

研日

を在種区

月丁
３二

年町

京胴技

東回遊

行地類分
定

飾技認

葛遊の

都式機

丁式

二型

菅び

小及

区機

にか

等）

定日

検１

目の

第
則
規間

る年

す３

関ら

町

日井井

１戸戸

第
条
６

目目

ら丁丁

か三三

）町
３
年

定ま

目検ゃ

地地

間番番

等
則
規

８る

のす

地関

番に

１目

第
条
６
第

日
）

検

間
年８
３の

ら地
か番

る
す

関

号に

９等

番定

８

イ
号
１

第
条
６
第
則
規

型

造事
製う型式の概要

所技技式

又業遊遊型製

概要検検検検又代

造 は の 製型申名 定表 定定は

号
１

年有 造式請称者 定

イ
事

検検又代製う型式の

又業遊遊型 表 定定は造

請称は所技技 者 の申名

有

定

事
う型式の概要検検

技技式定 業遊遊型製型

造

検又代製
号
２

年 造 所 請称は 者

申名又 表 定は

のの験 式業 検の機機試
名号

を在種区番 者

査所
行地類分名

群ぱ遊帰株

馬ち技っ式

県ん機て会

桐このき社

市技定黄和

生遊認た平

町型ゃ

沢びち

広機及門

験のび 番効 業の 試者及
名所名

番氏住 期 者氏 月
第公群株代

名号日号間

平 株

示馬式表 成 式

の県会取 会

日桐社締 年 社

生平役 ま３
１成広中

さ月号平市和
沢島

む
ら日

の 者及検の機機

遊年町

期氏 のび査所のの 効式

地類分名

氏住を在種区

間名所名行

公愛株代愛ぱ遊
ん機ミ

示知式表知ち技

締名このラ

の県会取県

古ま役古遊認ク

日名社

機及チ

平屋さ屋技定ル

ら藤天びェ

成市む後市

天

の機機試

年白遊白型イ

番 者月 所のの験番 式業

類分名名号日号

在種区

平第

地

株 愛ぱ遊

成 式 知ち技

県ん機ミ会

年 名このラ社

古遊認クま３

チむ１

屋技定ルさ月号

イ遊

天びェら日

市機及

氏 のび査
の 者及検

白型

愛株代

名所名行

氏住を
役

名社締

県会取

知式表

天ら藤

市む後

屋さ
古ま

二式ま

白遊

定

目検

丁の
等

８る

のす

地関

番に

三 規九

目
月丁潤

機３二

６
第

則

１
日
）

サ

間
年８
３の
ら地

か番

喜中のー

３区機常区式

月中

等

日町町定１

１砂砂検

）

に
る

３す 地地 ら関 番番 か

区式サ機

６
第
則

間規

年

中のー
等

町定１

砂検
に

常

６
第
則

規
る
す 地関 番

町
砂

中喜

区機

１
第

条

イ
号
１

第
条

地
番

イ
号
１

第
条

イ
号



布を

毛タ枕掛敷供
提契

ル団団受約 布オ布

シケけ

トンン役期 ンッシシる

グ

北 海

タ枕掛敷数包敷枕襟

イ

バ

オの布布量布布カ布

ル洗団団
のの予シシー

ッ洗洗定ンン

ケ

数ググシ ト

道 公 報

１

提包敷枕襟毛

札提
入ア

付
を供布布カ布布 に供

ー洗洗

受をののバのの

すけ受洗洗
の

役る洗 るるけ

第

北

次 海

の平 道

と成 警 検お 察

り年 定本

一３ の部

般月 告

競１

有

示

争日

効

第

号

検検 平
成定
十定
四年

年

月番

三

ルググ務

ン））内

）シルルの間

）成

ル等平

グ容
札４

入年
説月
明１

ン

にか

枚枚個枚枚書日

ル

洗）））グ

の量ルル

当

枚個枚枚

一一一一

）

りりり

たたたた

当当当

り
のののの

単単単単

事

価価価価枚枚枚枚

一

称名
名の

項の務
務役

枚枚枚枚

及称一一一一
たた

数当当当当当

び枚

の

りりりりり

量たたた

価

単単単単単

のののの

入 期

価価価価

札 間号 道

以 公

警

の下 示
日察
札

入
」 平

本と 成

い 年部

月。 ３う

月日号 一
日平第

成
年
３ 金

１
月号

曜日

日

。成
る平

よら
月
３
年

）

で
ま
日

告

）実海 日を北 １

示

本 ３る察 らす警 か施道

６７８

原
上

長 間部 年。

開札便札交

入入郵郵入
付 証び明 等 札保及説

便

５

は報の 保金電書 に 札

海話札入入開

北北電入

札 札警号行

道道番執

海
幌察の札札

場

４
市本

申申申査
約 審

アイウ契
っを 書行 請請項 請を

条

３

男
都
美

類

ク件こ条と。

条るるい
ろ

の 成がリ付件こ

平道
行ー一付 入
競般よ

札 年うニ般一に

２

北指ン

参ず

荷にい

集札の
入次

、に交

よ すに び加れ

及

るに 入
免よ付 証る 日場

札す

時金す札入関所

除

、事北北

。はる

る

警

同め道道

に認項海海

。市本

。い幌察

じな札
中部

及場日場 中部－所

央総

び

北部日所時所 － 区務

時 ２会
条計

海海成に 内 西課北北平
同 線 ７
丁道道
札警年じ 目

幌察３。

市本月

中部

時方提とす

のた示 のの

審
、

期法先は所

出き場

海話結

平申け郵北電査

書ば番道番果

成請れ便
ら察申

年類な号警号を

３の

請 本 月提な

競り

は

１出い－部－者

競業入争、

、 海名グ争

の

方 告争法札入２

地 道

自 示入参札

和資あに

治 第札昭加で

に法
格る掲 施 号関

審でる

行 にす年ののげ

定指律査、資

令 規る法

札を

昭 す名第入格

和 るを

に有 物停

に当 場
者該 入
るも 納

号

契資と
なこ

要る

所必す

央総

が
等

者
当

担
約格。

西課
条計

２会
北部
区務

入午

区階
央１日

目
丁

７

西場時

条会９

２札前

北
７

に

目
丁分

総 日先。

通 務－ かの
ら指部知
す 示北会

る
内 まよ道課。

日に海計

作幌線 でり札

成市

し中

書２

請北

申区

た央

のさ加る ）年 品止参す
よど ５令 購れしか 第政

のいうう 条第 入て
の

格いすの 規号 資なとか
者査 に第 をこる審 定）

有とよ す。はを

こア請 の 届 る、申 条 る

。らな の を とかし ５ 出

所
場
る

す
定

指

四
〇

し目

出丁

提７

を西

類条

いまれ の てウけ ２ し

な

ら に こにな 定 るでば 規

。よめな と定



う平察第

警よ警示

の告

察
官に成警官

平 察の号 の定

成 職め年官職）

十 務る３の務の

四 に。月職に一

年 協１務協部

三 力日に力を

北 海

海
北
道 イ

警 こここ詳
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本 公入入は

部 告札札、

告 在の及の入

示 内び執札

第 容契行説

道 公 報

入入わな算契

号問加ア
に

掲札札ずおし約名

に

消消合関

げ金書、、た

入に記費費計す

る額に

等額事

札係載税税金る

及るす等

第

務限落
入者開

規の各札契要そ

す書 」札 囲札と
約 則範

い時 で格る作

との 内価

成 うに あ。の

）入価の 。お る単

号

９
の 付の 者て

札 交べ
落す

額 定 方金
決札

入

月 援協援次

一 助力助の

日

者に

た助たう

し援しよ

災者災正

のたの改

者し

金

給災給る

害の害す

曜

の給の

付害付。

日

施の施

実付実

は約は明

号

よ

定、公に

地予は、書
。

郵電あ達する

で調開

番番、続。

便話り手る

更停

号号変の
す止
こが

－－る等
と有 －

１を称

び消る抜相に務

額価額円担

こ費金き当

北

公及は格は未当

の税

のる海

告び、相、満す

額該端組道
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